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インボイス制度対応の補足事項

インボイス制度対応専門部会

～ ｢インボイス制度対応－企業間取引の手引き｣ ～
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2022年3月「インボイス制度対応－企業間取引の手引き」を公開後、税制改正など

により、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関す

るＱ＆Ａ」等の改訂情報及び酒類等空容器の取扱いなどについての補足情報について、

ご案内いたします。

  なお、対応にあたっては、本内容を参考に各社にてご検討ご判断のうえ対応ください。

また、今後の省庁からの発表により、最終的な対応内容が異なってくる可能性があります

ので、最新情報に十分ご留意ください。
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1. 酒類等空容器の取扱い

2. 少額な返還インボイスの交付義務免除
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1. 酒類等空容器の取扱い

3

問. 酒類を販売している取引先から、使用済みの酒類空容器を引き取っており、会計上
は「仕入取引」として処理しています。
この酒類空容器の取引について、消費税法上は「仕入取引」として取扱わないで、
「売上げに係る対価の返還等」として取扱うことはできますか。

酒類空容器の取引について、会計上は「仕入取引」として処理している場合であっても、  消費税法
上「売上げに係る対価の返還等」として取扱うことができます。

また、その酒類空容器を引き取る取引先に対しては、必要な法定要件を記載した「適格返還請求書
（返還インボイス）」を交付することが必要となります。

なお、空容器が1万円未満の場合は、返還インボイスの交付義務免除を適用することができ、その場
合は、帳簿に対価の返還等に係る事項を記載し、保存することが必要となります。

【参考】  空容器代金の返還を・・

① 容器の販売と整理（仕入）：標準税率 → インボイス交付
② 対価の返還と整理（返還）：

標準税率（酒類等の空容器）又は軽減税率（清涼飲料の空容器）
→返還インボイス交付→1万円未満の場合は、交付義務免除あり（適用対象者の制限なし）

【参考資料】

• 財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」(令和5年3月31日時点) 問13～18

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

    国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ（令和5年4月改訂）」 問29～31

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
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〇  空容器の返還処理に係る適用税率・インボイスの交付について
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出典 : 国税庁資料より
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2. 少額な返還インボイスの交付義務免除
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⚫ 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合には、その適格返還請求

書の交付義務が免除されます（新消法57の４③、新消令70の９③二）。

⚫ 具体的には、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに減額した金額により

判定することとなります。

⚫ １万円かどうかの判定は、値引き等の金額に標準税率が適用されたものと軽減税率が適用された

ものが含まれている場合であったとしても、適用税率ごとの値引き等の金額により判定するものでは

なく、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとの減額金額により判定すること

となります。 

⚫ 適用対象者に制限はありません。また、適用期限のない恒久的な措置となります。

⚫ 当協会では、振込手数料に関し、1万円未満に関係なく「役務の提供」としてインボイスを交付   

することを推奨しますが、1万円未満である振込手数料を値引きとし、返還インボイスを交付しない

場合は、下記参考資料に具体的な内容が掲載されておりますので、参考にして対応ください。

【参考資料】

• 財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」(令和5年3月31日時点) 問13～18
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

• 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ
（令和5年4月改訂）」 問29～31

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

問. 少額な返還インボイスの交付義務免除について教えてください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
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出典 : 国税庁資料より

〇  少額特例な返還インボイスの交付義務の見直し 【令和5年度改正】
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3. 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置（少額特例）
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問. 一定規模以下の事業者に対する少額特例について教えてください。

⚫ 国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）が1万

円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れに   

ついて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置です。

⚫ 基準期間における課税売上⾼が1億円以下又は特定期間における課税売上⾼が5千万円以下

の事業者が、適用対象者となります。

⚫ 適用対象期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの時限立法であり、その間に行う

課税仕入れが適用対象となります。

【参考資料】

• 財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」(令和5年3月31日時点) 問8～12  

    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

• 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ
（令和5年4月改訂）」 問108～109

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
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〇  一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置 【令和5年度改正】
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出典 : 国税庁資料より
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4. 「再生資源利用促進法」に規定する「再生資源」に関する取扱い
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問. 再生資源利用促進法に規定された再生資源等（購入者の棚卸資産に該当するも
のに限る）に該当する場合は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額
控除が認められますか。

消費税法上の仕入税額控除を適用するためには、原則として帳簿とインボイスの保存が必要です。
（消費税法30条1項）
しかし、一定の場合には、インボイスの保存を必要とせず、帳簿の保存のみで足りる制度があります。
（消費税法30条7項）
（この場合、免税事業者からの仕入についても仕入税額控除が可能）

⚫ この制度の一つとして、再生資源卸売業を営む事業者が仕入れた「再生資源」等が規定されています。
具体的には、「再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等（資源の有効な利用促進に関する法律(平成3
年法律第48号)第2条第4項(定義)に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品をいう。）に係る課税仕入れ
を行う事業を営む事業者が他の者から買い受けた当該再生資源」と明記されています。（消費税法施行令49条1項1号ハ
（4））

⚫ 「資源の有効な利用促進に関する法律」の第2条では、「再生資源」について、以下のように規定しています。

• この法律において「使用済物品等」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品（放射性物
質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。

• この法律において「再生資源」とは、使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができ
るもの又はその可能性のあるものをいう。

【参考資料】

• 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ
（令和5年4月改訂）」 問1,82,103,107
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
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〇  空瓶の回収に係る消費税の仕入税額控除の取扱い
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出典 : 国税庁資料より
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                  東京都中央区日本橋本町2-3-4 江戸ビル4階
                  電   話   03-3241-6568

ＦＡＸ   03-3241-1469
ＵＲＬ http://nsk.c.ooco.jp/
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